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第２４回期 

第３４回浅川町農業委員会総会 議事録 
 

１ 開催日時 令和５年４月１４日（金） 午後１時４５分から午後２時１５分 

 

２ 開催場所 浅川町役場 ２階大会議室 

 

３ 出席委員（委員８人・推進委員１１人） 

会     長     １０番 江田 久男 

会長職務代理者      ９番 八旗 正紀 

委     員      １番 小針 充則 

同         ３番 鈴木 政吉 

同         ４番 関根 辰三 

同         ５番 佐川 健二 

同         ７番 薄井 良男 

同         ８番 鈴木 勝志 

推 進 委 員（ 浅 川 ・ 滝 輪 ）石塚 隆晴 

   同   （里白石・福貴作）小宅 善一 

同   （里白石・福貴作）我妻 秀雄 

同   （ 簑 輪 ・ 袖 山 ）小針 弘之 

同   （ 大 草 ）佐川 光一 

同   （東大畑・畑田）白川 清一 

同   （小貫・太田輪）近藤  近 

同   （ 山 白 石 ）生田目重好 

同   （ 〃 ）鈴木 輝雄 

同   （   染   ）岡部 多重 

同   （ 中 根 松 ）市川 喜一 

 

４ 欠席委員（委員２名） 

委     員      ２番 酒井 秀忠 

同         ６番 小室 勝弘 

 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

議案第６５号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定について 

         ２件 

 議案第６６号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する 

意見決定について                       １件 

 議案第６７号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について 

         １件 

 議案第６８号 農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に基づく計画 

        変更の意見決定について                    １件 



- 2 - 

 

議案第６９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用 

集積計画の計画に対する決定について              ２件 

議案第７０号 農業経営改善計画の認定に係る意見決定について 

         １件 

 

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長  坂本 克幸 

主  事  鈴木 勇太 

７ 会議の概要 

事務局長 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

会 長 

 

 

事務局長 

 

一同ご起立願います。礼、着席願います。 

それでは、会長より開会と招集のご挨拶をいたします。 

 

 ただいまから第２２回浅川町農業委員会総会を開会いたします。 

 例年になく天候の良さが桜の開花を早め、桜も散ってしまいました。天候もよ

く農作業も進み、あちこちの一部の田んぼが鏡田のようになり、農作業が忙しさ

を増してきました。苗も順調に生育しているようで、５月の連休前から田植えが

始まる見込みのようです。コロナ渦も終息に至っていませんが、感染症の５類と

いうことでインフルエンザと同じということです。まだ、油断は禁物です。委員

活動していく中でマスクの着用はすべきと思います。活動中において十分気を付

けて頂きたいと思います。 

本日の提出される議案は６件です。皆さまには慎重かつ円滑な審議を賜ります

よう宜しくお願い申し上げ、あいさつといたします。  

 

 本日の出席委員は１０名中８名です。 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の定足数に達しておりますので、第

３４回浅川町農業委員会総会は成立しました。 

なお、推進委員の出席は１１名中１１名です。 

 

 議事日程第１の議事録署名委員の指名についてお諮りいたします。 

 浅川町農業委員会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委員ですが、

会長指名することで、ご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 異議なしと認め、９番、八旗正紀委員、１番、小針充則委員を指名いたします。 

 次に、議事日程第２の会議書記の指名を行います。書記には事務局職員の鈴木

主事を指名いたします。 

 

それでは、議事日程第３、議案第６５号、農地法第３条の規定による許可申請に

対する意見決定について上程いたします。事務局より議案の朗読を求めます。 

 

 【議案朗読】 
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会 長 

 

 

石塚委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

事務局長 

 

会 長 

 議案第６５号①について、浅川・滝輪地区推進委員の石塚隆晴委員の調査報告

及び意見を求めます。 

 

 はい。浅川・滝輪地区担当の推進委員、石塚です。 

 議案第６５号、農地法第３条①について調査結果の報告及び意見を申し上げま

す。譲渡人、＊＊＊＊＊、＊＊＊＊さん、譲受人、＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊

さん、以下記載のとおりです。８日、午前８時より地区副担当の小針委員及び酒

井委員及び譲渡人、譲受人、立会いのもと現地にて調査してまいりました。  

申請の理由は、＊＊＊＊さんが高齢のため農地の管理が難しくなったので、長

年耕作している＊＊＊＊さんに土地を売買いたいということです。また、＊＊＊

＊さんは町の認定農業者で専業農家でもあります。 

農地法第３条第５項の１号から６号まで何ら問題なく、許可相当であるとみて

きましたのでご審議をお願いいたします。以上です。 

 

 事務局より補足説明をお願いします。 

 

それでは、補足説明いたします。 

今回の申請については、農業経営拡大のための売買ということで申請がありま

した。＊＊＊＊さんについては、平成３０年４月に農業経営改善計画の認定を受

け、町の認定農業者となっております。水稲を主としており、今回売買する農地

についても、水稲として利用するとのことです。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当するか否かについて、いずれ

にも該当するものがなく問題ないものと思われます。以上です。 

 

地区推進委員及び事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

 議案第６５号①について、質疑ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 異議なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

 議案第６５号①について、許可することに賛成の農業委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（挙手全員） 

 

 全員賛成ですので、議案第６５号、農地法第３条①は許可相当と意見決定いた

しました。 

次に、議案第６５号、農地法第３条②について上程いたします。 

事務局より議案の朗読を求めます。 

 

 【議案朗読】 

 

議案第６５号、②について小貫、太田輪地区推進委員近藤近委員の調査報告及
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近藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

会 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

び意見を求めます。 

 

小貫、太田輪地区推進委員の近藤です。 

議案第６５号、農地法第３条②について調査結果報告及び意見を申し上げま

す。譲渡人、＊＊＊＊＊、＊＊＊＊さん、譲受人、＊＊＊＊＊、＊＊＊さん４月

９日午前１０時より、地区副担当の薄井委員とともに譲渡人、譲受人の立会いの

もと現地にて調査をしてまいりました。 

＊＊さんと＊＊さんは、親戚関係であります。申請の理由は＊＊さんが管理が難

しくなったため＊＊さんに土地を譲渡し耕作してもらいたいということです。 

農地法第３条第２項の１号から７号まで何ら問題なく、許可相当であるとみてき

ましたのでご審議をお願いいたします。以上です。 

 

それでは、事務局より説明いたします。 

 

補足説明いたします。 

今回の申請については、＊＊さんは本件農地を相続しましたが、＊＊＊に住ん

でおり耕作が困難なため、＊＊さんへの贈与ということで申請がありました。＊

＊さんについては、従事日数及び保有する農機具類について問題ありません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当するか否かについて、いずれ

にも該当するものがなく問題ないものと思われます。以上です。 

 

地区推進委員及び事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

 議案第６５号②について、質疑ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 全員賛成ですので、議案第６５号、農地法第３条②は許可相当と意見決定いた

します。 

次に、議案第６６号、農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請に対

する意見決定についてを上程いたします。 

事務局より議案の朗読を求めます。 

 

【議案朗読】 

 

続いて事務局より議案第６６号①の説明をお願いします。 

 

事務局より説明いたします。 

本案件は、令和２年９月２日に許可を受けた事業計画を変更する内容となりま

す。申請者である＊＊＊＊さんは、農業用倉庫を建築する計画を立て、転用許可

を受けたとのことです。 

ですが、後継者である＊＊さんの長男が農業経営を縮小したい意向であり、既

存の農業用倉庫を整理したところ、新たに農業用倉庫を必要としなくなったとの

ことです。 
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会 長 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

今回、申請に至った理由ですが、自宅敷地には長男夫婦の車２台分の駐車場し

か確保できず、孫夫婦２台と軽トラック及び来客用２台分の駐車場を設けたいと

季節によっては農作業車の駐車場も必要とするため、これらの駐車場として利用

したいとのことで、事業計画の変更という形で申請されました。 

 転用に必要な視力、信用については、＊＊さん自身で整地し費用はかからな

いため問題ありません。 

 転用の妨げとなる権利を有する者の同意状況ですが、申請地は申請者の所有

地であり、農地台帳を確認しても利用権の設定等はされていないため該当しませ

ん。 

申請農地と一体として使用する土地ありません。 

事業目的からみて申請面積が適正と認められない場合は許可しないことにな

っておりますが、駐車場として適当な面積であり問題ありません。 

汚水は発生せず、雨水は自然浸透させ、周辺農業用施設への影響はないものと

考えます。以上です。 

 

 事務局の説明が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６６号①について、質疑ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６６号①について、決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いしま

す。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第６６号、農地法第４条の規定による許可後の事業計

画変更申請①については決定いたします。 

次に、議案第６７号、農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定に

ついて上程いたします。 

事務局より議案の朗読を求めます。 

 

【議案朗読】 

 

議案第６７号①について、山白石地区推進委員、鈴木輝雄委員の調査報告及び

意見を求めます。 

 

はい。山白石地区担当推進委員の鈴木輝雄です。 

議案第６７号農地法第５条➀について、調査結果の報告及び意見を致します。 

譲渡人、＊＊＊ ＊＊＊＊さん、＊＊＊、＊＊＊＊さん以下記載のとおりです。

４月９日、８時半より地区副担当の生田目重好委員と鈴木一志委員及び譲渡人、

譲受人の立会いのもと現地にて調査をしてまいりました。 

＊＊＊＊さんと＊＊＊＊さんは親戚関係にあり、申請理由は、＊＊＊＊さんが
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牛舎を建築したいということで、＊＊＊＊さんの土地を贈与したいとの事です。 

調査事項にあります、一般基準の申請の実現性に関する項目及び、周辺の営農

条件に関する項目その他の項目に該当する項目はなく。今回の提案については何

ら問題がないものと思われますので、ご審議をお願いします。以上です。 

 

それでは、事務局より説明いたします 

 

事務局より補足説明いたします。 

 譲渡人、＊＊＊＊さん、譲受人、＊＊＊＊さんになります。譲受人は＊＊＊に

居住し、肉用繁殖牛を中心にして農業に従事するものです。 

 まず、立地基準となる農地の区分につきましては、農地転用基準の第１種農地

及び第３種農地いずれにも該当しない農地ということで第２種農地と判断しま

した。 

 第２種農地の場合、当該申請地でなければ事業目的を達成することが出来ない

と認められる場合のみ許可されることとされておりますが、申請者は作業効率上

自宅に近いことや必要な面積確保ができるのが申請地のみであるということか

ら選定されており、適当であると思われます。 

 次に一般基準の各項目についてですが、 

 転用目的は、牛舎、堆肥置場、駐車場であり適当であると思われます。 

 転用に必要な資力、信用については、全額借入金で賄う計画であり融資予定証

明も添付されており問題ありません。 

 転用の妨げとなる権利を有する者の同意状況ですが、申請地は譲渡人の所有地

であり、農地台帳を確認しても利用権の設定等はされていないため該当しませ

ん。 

 許可を受けて後は、遅滞なく申請の用途に供する見込みがない場合は許可しな

いこととなっておりますが、耕起は５年１１月末までとされており該当しませ

ん。 

 行政庁の免許、許可、認可等の処分がなされる見込みがない場合及び法令によ

り義務付けられている行政庁殿協議が済んでいない場合は許可しないことにな

っておりますが、許可や協議を要するものがなく該当しません。 

 申請農地と一体として使用する土地がある場合、それらを一体利用できる見込

みがない場合は許可しないこととなっており、申請地のみの計画のため該当しま

せん。 

 事業目的からみて申請面積が適正と認められない場合は許可しないことにな

っておりますが、牛舎、堆肥置場、駐車場として適当な面積であり該当しません。 

 申請に係る事業が土地の造成のみを目的とする場合は、一定のもの以外は許可

しないことになっていますが、牛舎、堆肥置場、駐車場建設が目的となっており

ますので該当しません。 

 転用が土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合、農業用用排水施設の

機能や周辺農地に支障を及ぼすおそれがある場合は許可しないことになってお

りますが、堆肥置場には一時的に置き、既存畜舎の堆肥保管場所へ搬出するため

汚水の発生はなく、雨水は自然浸透する計画となっております。以上です 

 



- 7 - 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

会 長 
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地区推進委員及び事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６７号①について、質疑ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６７号①について、許可相当と意見決定することに賛成の農業委員は挙手

をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

 全員賛成ですので、議案第６７号、農地法第５条①は許可相当と意見決定いた

します。  

次に、議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に基づく

計画変更の意見決定について上程いたします。 

事務局より議案の朗読を求めます。 

 

 【議案朗読】 

 

 議案第６８号①について、小貫・太田輪地区推進委員、近藤近委員の調査報告

および意見を求めます。 

 

 小貫・太田輪地区担当の推進委員近藤近です。 

議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項➀について調

査結果を報告いたします。 

申請人、＊＊＊＊＊の＊＊＊＊＊さんは、農業倉庫、農業資材置き場を建設した

いということで農地転用申請するために農用地区域から除外したいということ

です。 

調査事項であります農振除外の５要件のいずれも満たしているものと思われ、

除外は問題ないものとみてきましたので、皆様のご審議をよろしくお願いしま

す。 

 

事務局より補足説明をお願いします。 

 

事務局より補足説明いたします。 

今回の事業は顛末案件であり、申請人は＊＊＊＊＊さんになります。＊＊さん

の長男が平成２９年４月に、本申請地に隣接する土地に住宅を建築した際、建築

材料置場や建築関係作業者の駐車場として利用し、住宅敷地と同じ高さまで盛土

をし、整地したそうです。当時は、住宅敷地を山林からの分筆だったため、本申

請地もその一部であると認識してしまい、農地法に抵触する認識がなかったとの

ことです。今回、申請地を農業用機械・農業用資材置場として利用するにあたり、

現況が農地法に抵触していることを知ったため、顛末書を作成して申請されるに

至り、今後は法令を遵守していく旨の誓約書も提出されています。 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 農用地区域から除外する際には、除外の５要件がございまして、それらに問

題がないか、また除外後に転用許可の見込みがあるかどうかにより農業委員会と

して総合的に意見を出すものとなります。 

 まず要件の一つ目となる必要性、代替性についてですが、必要性については

農業機械・農業用資材置場として利用するとのことであり、代替性についても他

の場所を検討した結果、選定されておりやむを得ないと思われます。 

 二つ目の農用地等の土地利用上の効率・総合的な利用、三つ目の担い手等へ

の対する農地の集積、四つ目の農用地等の利用上必要な施設、それぞれへ支障に

ついては、本申請地は周辺農用との連坦性が少なく問題はないものと思われま

す。 

五つ目である基盤整備から８年経過の要件については、本申請地は基盤整備地

ではないため該当いたしません。 

また、除外後の転用許可の見込みについては、１種農地でありますが、集落接

続事業に該当するため問題ありません。 

以上を考慮いただき、農業委員会として、農用地区域からの除外について異議

ないかご審議いただき、意見の決定をいただきたいと思います。以上です。 

  

 地区推進委員及び事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６８号①について、質疑ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６８号①について、異議なしとすることに賛成の農業委員は挙手をお願

いします。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第１項に基づく計画変更①は異議なしと意見決定いたしました。 

次に、同じく議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に

基づく計画変更の議案に移りますが、その前に議案第６８号の②、③はそれぞれ

関連がありますので一括して審議したいと思いますがご異議ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

異議なしと認め、議案第６８号②、③は一括審議とします。 

それでは、議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に基

づく計画変更の意見決定について上程いたします。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 【議案朗読】 

補足説明いたします。 
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 本申請地は、＊＊＊＊＊＊の無線基地局として利用するとのことで、皆さんに

配布している資料のとおり、すでに事業が完了しているものになります。 

 基本的には農地を農地以外のものにする場合は、農地転用許可がなければ事業

を実施することは出来ませんが、今回の事業については、先ほど議案書で読み上

げた通り、転用許可不要の事業となります。 

 許可不要の理由につきましては、農地法第４条第１項第９号及び農地法施行規

則第２９条第１項第１６号、また、福島県担い手課が出しております、農地法事

務処理の手引きにおいて、認定電気通信事業者等が電話回線施設や無線基地局を

建設する場合においては、転用許可を要しないこととしています。 

 今回の農用地区域からの除外については、事業実施前から県と協議しており、

事業が完了したことで、確実に無線基地局として利用することとなるため、使用

する面積のみを申請するものです。 

 以上を考慮いただき、農業委員会として、農用地区域からの除外について異議

ないかご審議いただき、意見の決定をいただきたいと思います。以上です。 

 

事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６８号②、③について、質疑ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６８号②、③について、異議なしとすることに賛成の農業委員は挙手をお

願いします。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第６８号、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第１項に基づく計画変更②、③は異議なしと意見決定いたしました。 

 次に、議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の作成に対する決定について上程いたします。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 【議案朗読】 

次に、説明いたします。 

被設定人の＊＊＊＊さんは町の認定農業者であり、人・農地プランでも＊＊地区

の担い手として名前があげられております。今回利用権を設定しようとする田ん

ぼは、これまでも同当事者間で基盤法による利用権設定をしていましたが、設定

期限を迎えるので、利用権の延長をするために計画書が提出されています。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件である、 

１、農用地利用集積計画の内容が町の基本構想に適合することであること。 

２、耕作又は養畜の事業に供すべき農用地のすべてについて、耕作又は養畜の事

業を行うと認められること、及び、耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められること。 
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３、対象農地の関係利権者のすべての同意が得られていること。 

のいずれの要件も満たしていると認められ、利用権設定は何ら問題ないと思われ

ます。以上です。 

 

 この集積計画に対して東大畑・畑田地区推進委員、白川清一委員の意見を求め

ます。 

 

 はい。東大畑・畑田地区推進委員の白川清一です。 

 議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項について調査してまい

りましたが、何ら問題ないものと思われますので、皆様のご審議をよろしくお願

いします。 

 

事務局の説明及び地区推進委員の意見が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６９号①について、質疑ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条①について、決定することに賛

成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定による農用地利用集積計画①については決定いたします。 

次に、同じく議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条②について上程い

たします。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 【議案朗読】 

 次に、説明いたします。 

設定人、被設定人は親子関係にあります。 

今回の利用権設定に至った経緯ですが、農業者年金を受給するために、息子であ

る被定人に農地法第３条において使用貸借権を結び、農地を経営移譲した経緯が

あり、今回は基盤法により使用貸借権の再設定をする形となります。 

今回、再設定を行う理由ですが、使用貸借権の契約締結をしてから２０年以上経

ち契約期間が過ぎたため、一度農地を農業者年金受給者である設定人に返却し、

再度、被設定人に利用権の設定をすることで特定対象処分農地から外れる形とな

ります。特定対象処分農地から外れると、農地転用等があった場合でも農業者年

金支給停止になることがありません。 

以上のことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件はいずれも満た

していると認められ、利用権設定は何ら問題ないと思われます。以上です。 
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 この集積計画に対して大草地区推進委員、佐川光一委員の意見を求めます。 

 

 はい。大草地区推進委員の佐川光一です。 

只今、事務局から説明がありましたとおりです。今回の集積計画は問題ないんの

と考えますので、皆様のご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

  

 事務局の説明及び地区推進委員の意見が終わりましたので質疑を許します。 

議案第６９号②について、質疑ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第６９号、農業経営基盤強化促進法第１８条②について、決定することに賛

成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第６８号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画②については決定いたします。 

次に、議案第７０号、農業経営改善計画の認定に係る意見決定について上程いた

します。 

事務局より議案の朗読及び説明を求めます。 

 

【議案朗読】 

詳細説明いたします。 

今回の案件は、農業経営改善計画の認定にあたり農業委員会としての意見を求め

られているものです。 

認定においては、農協、普及所などの関係機関で構成された審議会において審議

することとなっておりますが、迅速な認定のため文書での意見を求められたこと

により議案にかけ意見決定をするものです。計画の認定にあたっては、町の農業

経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に沿った計画である必要がありま

す。 

認定申請者の＊＊＊＊さん、＊＊＊＊さんは親子関係にあります。 

＊＊＊＊さんは、令和２年３月に認定農業者として認定を受け、息子である＊＊

＊＊さんは、平成３０年４月に青年等就農計画の認定を受け、新規就農者として

５年間農業経営を行ってきました。 

今回の申請は、＊＊＊＊さんが新規就農者の要件である農業経営開始から５年を

経過したため、将来的には＊＊＊＊さんに農業経営を継承していくことを考得て

いるということで、変更の認定申請となったものです。 

皆様のお手元に計画書の写しを配布しておりますのでご覧ください。変更となっ

た主な部分は、１ページ目の年間農業所得が８００万に変更となっております。

また、２ページ目の農業経営の規模に関する目標において、所有地、借入地にそ
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会 長 
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れぞれに浅川町の畑５５ａと２０aが新たに加えられた計画となっております 

構想に沿った計画であるかですが、５年後の目標が年間農業所得額８００万、年

間労働時間１，４４０時間であり、③～⑥にありますとおり、目標達成のための

措置も各項目記載がなされております。この措置を講ずることにより②を実現

し、目標達成する計画です。浅川町農業委員会として、＊＊＊＊さん、＊＊＊＊

さんの農業経営改善計画は基本的な構想に沿ったものであると認め、認定に異議

がないか審議をお願いいたします。以上です。 

なお、計画書の写しについては個人情報の関係上、回収させていただきますので、

審議終了後は机上に残してお帰りいただきますようお願いいたします。 

 

本申請人は＊＊地区の方となりますが、簑輪・袖山地区推進委員、小針弘之委

員の方で意見がありましたら発言願います。 

 

はい。簔輪・袖山地区推進委員小針弘之です。 

只今の件につきまして、集落農業の担い手が増え、その地区においても価値ある

ものと考えますので、特に異議ございません。 

皆様のご審議よろしくお願いします。以上です。 

 

 議案第７０号①について質疑を許します。 

質疑ございませんか。 

 

《異議なしの声》 

 

質疑なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

議案第７０号①の認定について、異議なしとすることに賛成の農業委員は挙手

をお願いします。 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第７０号、農業経営改善計画の認定に係る意見①につ

いては異議なしと意見決定いたします。 

次に、その他に入ります。皆さんから何かございませんか。 

なければ事務局より連絡事項お願いします。 

 

次回総会は５月１８日（木）午後１時３０分予定です。 

  

それでは、以上を持ちまして第３４回浅川町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 ご起立願います。礼。ご苦労様でした。 

 

 

 浅川町農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により署名押印する。 
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 浅川町農業委員会 会     長                  ㊞   

 

 

 

同     議事録署名委員                  ㊞   

 

 

 

同     議事録署名委員                  ㊞                                         


